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（議 45 （ 1 ）



 

   守口市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 守口市下水道条例（昭和49年守口市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第５条まで 略 第１条から第５条まで 略 

  

（排水設備工事の施工） （排水設備工事の施工） 

第６条 排水設備工事は、市長が指定する工事店（以下「指

定工事店」という。）によつて施工しなければならない。 

第６条 排水設備工事は、市長が指定する工事店（以下「指

定工事店」という。）によつて施工しなければならない。た

だし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村

長の指定を受けた者に排水設備工事を施工させる必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

以下 略 以下 略 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（議 45 （ 2 ）




